
 

令和7年 10月から福祉制度が変わりました。 

 

 

 

 

 

・就労選択支援とは・・・就労について、得意・不得意等アセスメントを受け、進路選択に活かす福祉サービス 

・A 型、B型を利用する場合は、必ず就労選択支援を受けておく必要がある 

・有効期限は１年間（就労継続支援A型・B型を利用前１年間に就労選択支援を受けておく必要がある） 

※このような制度の変更もあるので、早くにサービス計画担当者を決めておくことをお勧めします 

 

 

令和8年 2月 10日（火）育友会施設見学を行いました。就労継続支援A型・B型リシェスを保護者9名で見学さ

せていただきました。リシェスは、卒業生や実習で高等部がお世話になっている事業所です。 

≪仕事内容≫ 

・100 均の品物の検品、袋詰め等の軽作業 

・ピッキング 

個人の希望に合わせて、仕事内容を決定 

≪時間≫ 

A型：6時間／日以上 週 30 時間以上の為、社会保険あり 

B 型：4時間／日以上  

≪賃金・工賃≫ 

A型：最低賃金（時給 1,045 円）  

※作業能力により、最低賃金には届かないケースあり 

 その判断は、労働基準局 

Ｂ型：時給 300 円スタート 

≪支援≫ 

はじめは、支援員がそばについて指導してくれる 

≪その他≫ 

・土日、祝日、年末年始、お盆は休み、休日のイベントはなし（イベントがある事業所もあり） 

・長い期間を経て、Ｂ型からＡ型にステップアップするケースあり 

 

色々な情報を細かく伝えて下さり、保護者の質問にも丁寧に答えていただきました。事業所はそれぞれの特色があり、

本人に合うかどうか見学や体験をする必要があります。事業所の見学希望の際は、担任を通じて、進路担当まで。 

大きな倉庫で、伝票を見ながら、棚から品物

を取り、カートへ入れる作業。ハンディター

ミナルを用い、ミスを防ぐことができます。 


